
全国旅行支援群馬県事務局

愛郷ぐんま全国割
（全国旅行支援）

愛郷ぐんま全国割クーポン
＜クーポン加盟店向け対応マニュアル＞

【改訂版5.0】

取扱注意

令和５年10月1日（日）～令和５年12月22日（金）

（１２月２３日チェックアウト分まで）

マニュアル更新日9月29日

事業実施期間

《お問合せ》
クーポン加盟店様コールセンター
ＴＥＬ：０２７ー３８６ー３０５７

平日 ９：3０～１７：００
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はじめに

日帰り旅行・宿泊代金の２０％割引の実施と地域クーポン（平日２千円分、休日１千円分）を

配布する「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」に御参加いただき誠にありがとうございます。

このキャンペーンは、コロナ収束後の旅行需要喚起を図ることで、群馬県内の観光関連事業者を支援する

ものです。

利用者はこのキャンペーンを利用して、群馬県内をお得に旅行することができるようになります。

「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」により宿泊代金や日帰り旅行代金２０％割引(上限あり）

の実施や地域クーポン（平日２千円分、休日１千円分）を配布します。

このマニュアルは、キャンペーンの制度や手続き内容をまとめたものです。
御一読いただくとともに、御不明点がございましたら、事務局までお気軽にお問合せください。

全国旅行支援群馬県事務局各種お問い合わせ先

【宿泊施設様コールセンター】027-386-3027（平日9:30~17:00）

【クーポン加盟店様コールセンター】027-386-3057（平日9:30~17:00）

【旅行者様コールセンター】050-5527-8582（平日9:00~17:00）

【ホームページ】（事業者用）https://premium-gift.jp/gunmatripwari/

（旅行者用）https://www.gunma-trip.jp/

令和５年9月吉日
全国旅行支援群馬県事務局
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実施概要

（１）実施時期：令和５年10月1日（日）～令和５年12月22日（金）
※団体旅行のみ対象 （令和５年12月23日(土)チェックアウト分まで）

  

（２）販売開始日：令和５年9月30日（土）
※販売開始日より前に予約されている令和５年10月1日以降の旅行商品は
支援の対象外となります。

（３）割引対象となる方：日本国内居住者
代表者及び同行者全員分の氏名・住所確認のため公的な身分証明証 

（マイナンバーカード、 運転免許証、健康保険証等）を確認させていただく必要があります。 

本人確認書類として認められるものは原則として以下となります。
・健康保険証（後期高齢含む）または介護保険証 

・運転免許証または運転経歴証明書 ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 

・身体(精神)障がい者手帳または療育手帳 ・年金手帳または年金証書 

・旅券(パスポート) ・住民票の写し ・在留カードまたは特別 永住者証明書 

・外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限ります)

※いずれも有効期限が切れていないものに限ります。 
※マイナンバー通知カードは本人確認書類としてご使用になれません

（４）割引内容（旅行代金の２０％上限）

（５）利用方法 ※事前予約が必要です

※各旅行会社等に配分した予算額が終了次第、販売終了となります。
その場合でも追加配分をする場合がありますので、一度予約できなかった場合でも改めて御確認ください。

予約手段 利用方法

①旅行会社からの予約 割引適用となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い

区分 割引額 クーポン 1人（泊）あたり
最低旅行金額

①交通付宿泊旅行商品 最大5,000円/人泊
平日2,000円
休日1,000円

平日3,000円
休日2,000円

②上記以外の旅行商品
（日帰り旅行商品）

最大3,000円/人泊
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実施概要

②チャージ（お客様）
region PAYアプリをインストールし券面のQRをスマートフォン等で

読み取りチャージ
（スマホを持たない方はそのまま紙クーポンとして使用可）

※紙クーポンとは、regionPay発行の紙クーポンです。

①発行（宿泊施設・旅行会社）
お客様へＱＲ取得台紙（紙クーポン）お渡し

③決済（クーポン加盟店）
店舗に設置されたQRをアプリで読み取って支払い

（紙クーポンとして使用する場合、店舗側のスマートフォンやタブレット等で読み
取って支払い）

全体の大まかな流れ ※詳細については、別紙region PAYマニュアルをご覧ください。

④精算（県事務局）

※各月ごとにあるスケジュールに沿って販売実績をもとに精算させていただきます。
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ア 行政機関等への支払い
 ① 所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課

 ② 社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
 ③ 宝くじ（ジャンボ宝くじ、toto、BIG等）
 ④ その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）
  ※運送サービスの料金、博物館・美術館の入館料等、行政機関が運営する現業の対価は対象
イ 日常生活における継続的な支払い

 ① 電気、ガス、水道、電話料金等
 ② NHK放送受信料
 ③ 不動産賃料
 ④ 駐車場の月極・定期利用料
 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
 ⑤ 保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

ウ 換金性の高いものの購入
 ① 金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独自に
  発行する商品券等）
 ② プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
 ③ 金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

エ その他
 ① クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの
  ※利用者が利用エリア外に出なければ可（宅配等の配送サービスは対象）
 ② 事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
 ③ 授業料、入学検定料、入学金等
  ※アクティビティのガイド料等は対象
 ④ 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
 ⑤ 既存の債務の弁済
 ⑥ 各種サービスのキャンセル料
 ⑦ 電子商取引
 ⑧ 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
 ⑨ 公序良俗に反するもの
 ⑩ 社会通念上不適当とされるもの
 ⑪ その他各取扱店舗が指定するもの

※上記の禁止行為、使用対象にならないものによるクーポンの使用が発覚すれば損害賠償、登録の
取消、換金の拒否その他の処分が生じる場合があります。 

※その他クーポン使用できないものを独自に決める場合は商品の陳列棚、店頭への掲示その他の方法
により、消費者があらかじめ認識できるように明示してください。

有効期間（紙クーポン券面に記載）を過ぎた場合、使用できません。

クーポンは商品の売買、サービス(役務)の提供の対価として、使用
できます。
クーポンと現金の交換・売買は禁止されています。

クーポンは以下のものには利用できません。

クーポン取扱い注意事項１
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紙クーポンの場合（regionPAYで発行した紙クーポン）など、「印字が明らかに違う」など偽造さ
れたクーポンと判別できる場合は、クーポンの受け取りを拒否し速やかに警察へ通報するとともに、
事務局（TEL：027-386-3057）へ連絡してください。

クーポン使用に関するトラブル等については、原則としてマニュアル等を参考に各店舗にてご対応
をお願い致します。
※お困りの場合は、コールセンター（TEL：027-386-3057）にご相談ください。

店舗独自でクーポンが使えない商品を決める場合、あらかじめ消費者が認識できるようにしてくださ

い。また、他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、クーポン使用上限額などを定める場合も

同様に、あらかじめ消費者が認識できるようにしてください（レジ、陳列棚、チラシへの提示等）。

クーポンの見本により、使用されるクーポンが偽造されたもので
ないかを確認してください。

クーポン使用に関するトラブルは、原則として各店舗にてご対応
をお願いします。

クーポンの使用にかかる店舗独自のルールがある場合の対応

クーポン取扱い注意事項２
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「加盟店舗ポスター」は、

必ず店頭の消費者の見やすい場所へ貼ってください。

使用可能店舗 ポスター

スタンドPOP

配布物

ＱＲコードは店舗管理画面から

ダウンロードください。

※詳細については、別紙region PAYマニュアルを

ご覧ください。
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<クーポンの利用>
<販売実績（売上）をもとに利用数を抽出> <事務局より指定口座へ入金>

＜クーポン利用～精算スケジュール>（2023年10月～）

精算方法

クーポンの精算について

１ 10月3日（火）～10月15日（日） 10月15(日) 11月7日(火)

２ 10月16日（月）～10月31日（火） 10月31(火) 11月28日(火)

３ 11月1日（水）～11月15日（水） 11月15(水) 12月14日(木)

４ 11月16日（木）～11月30日（木） 11月30日(木) 12月27日(水)

５ 12月1日（金）～12月15日（金） 12月15日(金) 1月12日(金)

6 12月16日（土）～12月23日（土） 12月23日(土) 1月30日(火)

県事務局において各回の締め日の23：59時点での実績を摘出し、精算を行います。

回数 クーポン利用期間 締め日 振込日
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全国旅行支援群馬県事務局
クーポン加盟店様コールセンター

ＴＥＬ：027-386-3057

受 付 時 間 9:30～17:00

事 務 局
所 在 地

〒370-0841 
群馬県高崎市栄町22－29
ペヤングビル８階

Ｆ Ａ Ｘ 027-386-3570

E - m a i l gunma-office_03@10.tripwari.jp

問い合わせ先
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